
飯塚市オープンデータ取組紹介

平成３１年２月２６日

飯塚市役所総務部情報政策課



１．オープンデータ公開(予定)まで

平成３０年３月 飯塚市地域情報化計画策定

⇒オープンデータの活用促進が重点施策に・・・

平成３０年４月 総務部内に情報政策課情報戦略係新設

⇒年度内のオープンデータ公開へ向けて始動

平成３０年８月 福岡県オープンデータ活用推進説明会など

～１１月 ⇒情報担当者のオープンデータ推進への理解

１

（１） 情報担当課のオープンデータへの取組



１．オープンデータ公開(予定)まで

平成３０年１１月 統計担当部署である総務課との調整

（確認事項）

① ３１年２月下旬を目途にホームページ上で公開

② 推奨データセットの基本編である１４データでスモールスタート

③ 利用規約はCCBY（クリエイティブ・コモンズ表示4.0国際）を利用

④ 次年度以降にオープンデータの必要性を研修などにより全職員へ周知後、

専門部会を立ちあげ、運用ルールを策定した後に、データ数の増加を

図る。

２

（２） 連携する部署との調整



１．オープンデータ公開(予定)まで

３

【参考】日本政府はどんなデータをオープンデータ化するよう推奨しているのでしょうか？

1. AED設置箇所一覧

2. 介護サービス事業所一覧

3. 医療機関一覧

4. 文化財一覧

5. 観光施設一覧

6. イベント一覧

7. 公衆無線LANアクセスポイント一覧

8. 公衆トイレ一覧

9. 消防水利施設一覧

10. 指定緊急避難場所一覧

11. 地域・年齢別人口

12. 公共施設一覧

13. 子育て施設一覧

14. オープンデータ一覧

出典：推奨データセット（ベータ版）、https://cio.go.jp/policy-opendata



１．オープンデータ公開(予定)まで

平成３０年１２月 情報政策課にて、ＨＰや市政情報誌を元にデータ作成

～３１年１月

① 「推奨データセット」のフォーマット標準例を参考に作成

② 名称、住所などの必須項目、緯度経度（ＧＩＳ二次利用）については

作成。

③ ②以外のアプリの基本機能を簡単に実現するために公開することが望ま

しい項目についても出来る限り作成
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（３） 公開データの準備



１．オープンデータ公開(予定)まで

平成３１年１月下旬 作成したデータの担当課への意見徴収

① 会議冒頭でオープンデータについて説明⇒有用性を認識させる

・「オープンデータとは」・「オープンデータ推進の必要性」

・「オープンデータを公開することのメリット（意義・事例）」

② 公開時期、推奨データの説明

③ 作成したデータの担当課への意見徴収
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（３） 公開データの準備



１．オープンデータ公開(予定)まで

６

【参考】 会議レジュメ
オープンデータ公開における事前協議について

１． オープンデータについて
（１）オープンデータとは…資料１ P.6

（２）オープンデータ推進の必要性…資料１ P.7

（３）オープンデータを公開することのメリット
①意義…資料１ P.9,10

②活用事例…資料２ P.3～

２．公開するデータについて
（１）公開時期 ３１年２月下旬

（２）公開データ 推奨データ（１４）でスモールス
タート
①データ項目定義について…資料３

②作成可能な項目について（担当課より意見徴収）…資料４
・AED設置箇所一覧 （防災安全課）
・介護サービス事業所一覧 （高齢介護課）
・医療機関一覧 （健幸・スポーツ課）
・文化財一覧 （文化財保護推進室）
・観光施設一覧 （商工観光課）
・イベント一覧 （関係課）
・公衆トイレ一覧 （財産活用課）
・消防水利施設一覧 （防災安全課）
・指定緊急避難場所一覧 （防災安全課）
・地域・年齢別人口 （市民課）
・公共施設一覧 （財産活用課）要調査
・子育て施設一覧 （子育て支援課）

（３）作成（修正を含む）依頼について
・２月中旬を期限としてデータ作成を依頼予定



１．オープンデータ公開(予定)まで

（意見聴取による課題）

例１）「医療機関一覧」のデータソースはどこなのか。医師会等の民間デー

タがソースであれば原課による随時更新はできないのではないか。

例２）「公共施設一覧」のデータは、原課にて年１回程度把握し、ホーム

ページで掲載しているものの、施設所管課ではない為、年度途中

の随時の改廃等があった場合のデータの随時更新は難しい。

例３） オープンデータとホームページ上の同一データの二重管理が難しい。

⇒データの鮮度が維持できない
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（３） 公開データの準備



１．オープンデータ公開(予定)まで

（課題への解決）

例１）「医療機関一覧」のデータソースはどこなのか。医師会等の民間デー

タがソースであれば原課による随時更新はできないのではないか。

担当課が随時データ把握が可能なホームページ上のデータ（指定医療機関・
予防接種）と同等数の公開を行う。また、項目についても同様。
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（３） 公開データの準備



１．オープンデータ公開(予定)まで

（課題への解決）

例２）「公共施設一覧」のデータは、原課にて年１回程度把握し、ホーム

ページで掲載しているものの、施設所管課ではない為、年度途中

の随時の改廃等があった場合のデータの随時更新は難しい。

担当課において、施設の改廃を随時把握することについて検討を行う。

それまでの間は、ホームページ上のデータと同様のデータでの公開を行う。

９

（３） 公開データの準備



１．オープンデータ公開(予定)まで

（課題への解決）

例３） オープンデータとホームページ上の同一データの二重管理が難しい。

オープンデータをホームページ上の同等のデータ下に置くことで、ホーム
ページデータの更新時に併せてオープンデータの更新を行う。

また、オープンデータサイト上のデータと内部リンクをさせる。
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（３） 公開データの準備



１．オープンデータ公開(予定)まで

１１



１．オープンデータ公開(予定)まで

（スモールスタート上、公開が容易なデータ）

・担当課が複数にまたがることのないデータ

・ホームページ上で既に公開しているデータ

当市において・・・

ＡＥＤ設置箇所、介護ｻｰﾋﾞｽ事業所、文化財、公衆無線LANｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ、

消防水利施設、指定緊急避難場所、地域・年齢別人口、子育て施設
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（３） 公開データの準備



２．今後の展望

（今後のスケジュール）

・オープンデータに関する職員への勉強会等（地域情報化アドバイザー派遣
制度等の利用）の実施

⇒ 職員へオープンデータの有用性を広める

（庁内の協力体制）

・専門部会の設置（情報化推進会議内）

⇒ 運用ルールの策定

（今後のデータセットについて）

・専門部会で公開データを選定

⇒ Webに掲載済み、住民ニーズが高いもの・・・
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